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４月１日から障害者自立支援法が施行されます

自立支援給付

障
害
の
あ
る
人

　昨年10月に『障害者自立支援法』が成立し、４月１日から施行されるこ
ととなりました。このため、障害のある人への福祉・医療サービスの制度が、
段階的に変わります。主な変更内容は次のとおりです。

障害のある人の自立を目ざして

総合的な自立支援システムの全体像

障害者自立支援法

2. 利用者負担額の仕組みが変わります 3. 障害に係る公費負担医療が
  「自立支援医療」に変わります

問い合わせ先　市役所駅南庁舎生活福祉課
　　　　　　　 （0857）20－3471

地域生活支援事業（10月施行）

▽相談支援（関係機関との連絡調整、権利擁護）　 ▽コミュニケーション支援
（手話通訳派遣など）　 ▽日常生活用具の給付または貸与　 ▽移動支援　

▽地域活動支援センター（創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進など）

▽福祉ホーム　 ▽居宅支援　 ▽そのほかの日常生活または社会生活支援

○専門性の高い相談支援　○広域的な対応が必要な事業　○人材育成など

市町村

支援

現在、支援費サービスや精神障害者居宅介護サービスを利用している人
には、利用者負担額の変更手続きについて個別にお知らせします。

自立支援医療費を受けるためには、3月31
日（金）までに手続きを行う必要があります。
申請書は各医療機関、市役所駅南庁舎生活
福祉課、各総合支所福祉保健課に配置して
います。
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介護給付
（4月から段階的に施行）

訓練等給付
（4月から段階的に施行）

自立支援医療（4月施行）

補装具（10月施行）

・居宅介護（ホームヘルプ）
・重度訪問介護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・児童デイサービス
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
・共同生活介護
・短期入所（ショートステイ）
・外出介護（注1）
・障害者デイサービス（注1）

・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助（グループホーム）

・（旧）更生医療
・（旧）育成医療（注 2）
・（旧）精神通院公費（注 2）

地域生活支援事業（地域生活支援事業（

区　　分 世帯の収入状況 月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 負担なし

低所得１ 市民税非課税世帯で、サービスを利用
するご本人の収入が 80万円以下の人 １万５０００円

低所得２ 市民税非課税世帯で、上記「低所得1」
以外の人 ２万４６００円

一　　般 市民税課税世帯 ３万７２００円

　精神通院医療、更生医療、育成医療が「自
立支援医療」に変わり、医療費の１割を負
担することになります。ただし、所得の低
い人や、継続的に高額な医療費負担が生じ
る場合には、負担上限額を設定するなどの
負担軽減策を講じます。また、入院時の食
事代は原則自己負担となりますが、所得の
低い人は減額されます。

　４月以降、利用者負担の仕組みが、これまでの所得だけに応じた
応能負担から、利用するサービスの量と所得に応じた定率負担（１割
負担）に変わります。また、施設などを利用した場合も、食費、光
熱水費については利用者の実費負担となります。なお、サービスを利
用する人の負担が重くなりすぎないよう利用者負担の軽減措置があ
ります。世帯の収入に応じた月額負担上限額は次のとおりです。

　これまで、障害の種別ごとに
組み合わされていた施設や事
業の体系が、ホームヘルプなど
介護の支援を行う「介護給付」、
生活訓練や就労支援などを行う
「訓練等給付」の２種類の体系
に編成されるとともに、サービ
スの利用手続きが変わります。
また、相談支援事業など、地
域の実情に応じて柔軟に実施さ
れることが好ましい事業は「地
域生活支援事業」として位置づ
けられ、市が事業の内容を決
定し10月から施行します。 都道府県

（注 1）10月から地域生活支援事業へ移行
（注 2）実施主体は都道府県


